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GoToWebinarの利⽤⽅法
2



本⽇のウェビナーの流れ
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プレゼンテーション

参加型の質疑応答

Q& Aセッション

プレゼン資料
（Madrid Webinar pageよりダウンロード可）

アンケート

https://www.wipo.int/madrid/en/webinar/


本⽇の説明概要

１．事後指定の⼿続概要

２．事後指定の⼿続の流れ

３．事後指定に係る⼿数料

４．事後指定の申請⽅法

５．その他事後指定の⼿続に関する注意点
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国際登録に係る事後指定
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事後指定とは、国際登録出願が国際登録された後に指定国や指定商
品（役務）を追加する制度

Ø 保護地域の拡張（海外事業展開の拡⼤）
ü これまで事業を⾏っていなかった国へ進出
ü マドプロの新規加盟国に対して保護拡⼤

Ø 事業分野の拡⼤（戦略的な事業展開）
ü 出願時においてはA国において区分9cl及び42clを指定、B国は9clのみ指定
だったが、後にB国においても42clに係るサービスを展開



国際登録に係る事後指定（指定国の追加）
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国際登録出願のときに指定しなかった国を追加

国際登録出願後の新規加盟国（事後指定提出時には発効済）を追加

ü （注） エストニア、ナミビア、フィリピン、インド及びブラジルの5か国は、
これらの国のマドプロ加盟前の国際登録に基づく事後指定は不可。



国際登録に係る事後指定（指定商品・役務の追加）
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国際登録出願時に⼀部⼜は全部の指定国について限定により指定し
なかった商品・役務を、国際登録簿に登録されている商品・役務の
範囲内で追加

国際出願のときに指定していた商品・役務であっても、あらためて
事後指定によって保護を求めることも可能
ü 指定国において拒絶・無効となった指定商品・役務について再度、事後指定に
より保護申請



質問 1
2011年から国際登録を保有している場合、その後において
マドプロに加盟したブラジル、カナダ及びフィリピンを事後
指定することは可能でしょうか。

３国とも事後指定可能

３国とも事後指定は不可

カナダのみ事後指定可能
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答え
2011年から国際登録を保有している場合、その後において
マドプロに加盟したブラジル、カナダ及びフィリピンを事後
指定することは可能でしょうか。

３国とも事後指定可能

３国とも事後指定は不可

カナダのみ事後指定可能
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参考︓議定書14(5)に基づく宣⾔
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締約国 加盟

エストニア 1998年11月18日
ナミビア 2004年6月30日
フィリピン 2012年7月25日
インド 2013年7月8日
ブラジル 2019年10月2日



事後指定の⼿続フロー
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申請書の受理 ⽅式審査
⽋陥通報 取下げ

通報・公報翻訳

事後指定は本国官庁を通じて⼜は国際事務局に直接提出
IBにおいて、事後指定が適⽤される要件を満たしている場合には、
国際登録簿に記録し、指定された指定国の官庁に通報
指定国において実体審査がなされ、保護範囲が確定



事後指定⽇（規則24(6)）
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本国官庁が事後指定書を受理した⽇が事後指定の⽇
ü 国際事務局が事後指定書を、名義⼈の締約国官庁が受理した⽇から２ヶ⽉以内に受理
したときは、原則、官庁が受理した⽇が事後指定の⽇。

国際事務局が事後指定書を受理した⽇が事後指定の⽇
ü 事後指定書を名義⼈が直接国際事務局へ提出したときは、原則、国際事務局が事後指
定書を受理した⽇。

ü 事後指定書を、官庁が受理した⽇から２ヶ⽉を経過して国際事務局が受理したときは、
原則、国際事務局が受理した⽇。



事後指定の記録・通報・通知 （規則24(8)）
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国際事務局は、国際登録後に提出された事後指定が適⽤される要件
を満たしている場合には、国際登録簿に記録し、事後指定において
指定された指定国及び名義⼈にその旨を通報。当該事後指定が官庁
によって提出された場合には、官庁に通知。

各指定国では、事後指定の⽇にその国に直接出願した場合と同等の
効果が発⽣し、国際事務局が指定国に事後指定を通報した⽇（Date 
of notification）から１年（⼜は１８⽉）以内に拒絶の通報を⾏わ
ない場合は、当該指定国の国内登録と同⼀の保護を受ける。
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事後指定の⼿続はE-Subsequent Designation⼜は様式MM4の
提出。

E-Subsequent Designation はオンラインによる⼿続。オンラ
インにて即時に国際登録の事後指定に係る⼿続の請求およびク
レジットカード⼜はWIPO予納⼝座（WIPO Current
Account）を使⽤した⼿数料の⽀払いが可能。

⇒クレジットカードは、1)Visa, 2)Mastercard, 3)American Expressの３社
のカードが利⽤可能。

事後指定に係る⼿続



質問 ２

国際出願を提出後、国際登録が記録される前に事後指定の申
請をすることは可能でしょうか。

可能。

不可能。
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答え

国際出願を提出後、国際登録が記録される前に事後指定の申
請をすることは可能でしょうか。

可能。

不可能。
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⇒事後指定は国際登録された後にのみ可能。国際出願中は
まだ事後指定することはできませんので、ご注意ください。



事後指定に係る⼿数料
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⼿数料
基本⼿数料 (Basic fee) 300 CHF

付加⼿数料* (Complementary Fee) 100 CHF *指定国の数ごとに

個別⼿数料 (Individual fees)
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https://www.wipo.int/madrid/feescalculator
オンラインで事後指定に係る⼿数料の額を計算可能。なお、個別⼿数料の額は変動するため、⼿続の
直前の再度チェックを推奨。

⼿続種別（Subsequent Designation）を選択

⼿続時に適⽤される⽇付を選択

名義⼈の締約国を選択

区分数を選択

該当項⽬を選択

⼿数料の計算（Fee Calculator）

https://www.wipo.int/madrid/feescalculator
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基本⼿数料、各国
の⼿数料等及び総
額がスイスフラン
建てで表⽰

⼿数料の計算（Fee Calculator）

指定国毎に区分数
の変更可能
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WIPOユーザ―アカウントの作成。
https://www3.wipo.int/wipoaccounts/generic/public/register.xhtml?lang=ja

オンライン⼿続（E-Subsequent Designation）

https://www3.wipo.int/wipoaccounts/generic/public/register.xhtml?lang=ja
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オンライン⼿続（E-Subsequent Designation）
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オンライン⼿続（E-Subsequent Designation）
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オンライン⼿続（E-Subsequent Designation）

1234567

Aurea Plana

1234567

Taro Tokkyo
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オンライン⼿続（E-Subsequent Designation）
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オンライン⼿続（E-Subsequent Designation）
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オンライン⼿続（E-Subsequent Designation）
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オンライン⼿続（E-Subsequent Designation）

1234567
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オンライン⼿続（E-Subsequent Designation）

1234567



29

オンライン⼿続（E-Subsequent Designation）
1234567
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オンライン⼿続（E-Subsequent Designation）

1234567
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オンライン⼿続（E-Subsequent Designation）
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オンライン⼿続（E-Subsequent Designation）



様式を⽤いた申請の⼿続（MM4）
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国際登録への事後指定の申請（様式MM4）を、
直接国際事務局へ提出。

様式MM4を特許庁（JPO）へ提出。

様式の作成⽅法は、WIPOが公表している
「マドリッド制度の更なる活⽤にむけて」の
「国際登録への事後指定の申請書 様式
MM4」を参照。

様式MM4

https://www.wipo.int/madrid/en/forms/
https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/ja/forms/docs/making_the_most_of_the_madrid_system_mm_forms.pdf
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MM4の書類を作成後、Contact Madridを経由して国際事務局へ提出。

国際事務局へ納付する⼿数料は、国際事務局へ直接⽀払う必要あり。
⇒MM4による⽀払い⽅法は、銀⾏送⾦⼜はWIPO予納⼝座

様式を⽤いた申請の⼿続（MM4）

MM4_Subsequent Designation of international registration

https://www3.wipo.int/madrid/document-upload/
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Madrid Monitor の「Real-time status」機能を使うことで、⼿続の
処理状況をリアルタイムで確認可能。

⼿続処理状況の確認

00000001000000000

https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/


存続期間
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国際登録⽇
（2010.5.1)

満了⽇
（2020.5.1)

10年間 10年間

事後指定
（2018.5.1)

事後指定の保護の期間は、国際登録の満了⽇と同じ⽇付で終了

国際登録の更新は国際登録⽇を基準として10 年毎であり、事後指
定⽇とは関係なし。



質問 ３

2010年5⽉1⽇を国際登録⽇として記録されている国際登録につ
いて、2018年5⽉1⽇を事後指定を申請し、同⽇を事後指定⽇と
して記録されました。この事後指定の保護期間はいつまでにな
るでしょうか。

2020年5⽉1⽇（国際登録の期間満了⽇）

2028年5⽉1⽇（事後指定⽇から10年）
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2010年5⽉1⽇を国際登録⽇として記録されている国際登録につ
いて、2018年5⽉1⽇を事後指定を申請し、同⽇を事後指定⽇と
して記録されました。この事後指定の保護期間はいつまでにな
るでしょうか。

2020年5⽉1⽇（国際登録の期間満了⽇）

2028年5⽉1⽇（事後指定⽇から10年）

答え
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オンライン⼿続（E-Subsequent Designation）
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様式を⽤いた申請の⼿続（MM4）



その他事後指定に関する留意点
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⽶国を指定する際は、別途「標章を使⽤する意思の宣⾔書」
【MM18】を提出。

EUを指定した国際登録の名義⼈は、EUの指定が最終拒絶、無効、
放棄等により効⼒が終了した場合、EUの指定を個別のEU加盟国
の事後指定への転換をEUIPOに請求可。
ü 欧州の代理⼈資格のない者はEUIPOにConversionを請求することは不可

ü 事後指定のWIPOへの費⽤とは別に、EUIPOに200€の⽀払いが必要



Q&Aセッション
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マドリッド制度の最新情報
マドリッド制度ウェブサイト
www.wipo.int/madrid/en
www.wipo.int/madrid/ja

マドリッド関連ウェビナー

インフォメーションノーティス
及び マドリッドハイライト

http://www.wipo.int/madrid/en
http://www.wipo.int/madrid/ja
https://www.wipo.int/madrid/ja/webinar/
https://www.wipo.int/newsletters/en/
https://www.wipo.int/newsletters/en/

